
高島市庁舎整備に関する
住民投票 について

高島市庁舎整備に関する住民投票広報

投票日
午前７時～午後８時（一部の投票所は午後７時まで）

平成　　  年　　　月　　　  日日27 4 12

　投票日に、仕事や旅行などの理由で投

票所へ行けない方は、期日前投票をご利

用ください。

●期　間　４月４日（土）～ 11 日（土）
　　　　　　午前８時 30分～午後８時
●場　所　市役所本庁・各支所

期日前投票のお知らせ

　この住民投票は、高島市の庁舎整備について、２つの選択肢のどちらを

選ぶのか、市民の皆さんの意思を確認するものです。

　住民投票は、４月３日に告示し、滋賀県議会議員一般選挙と同じ４月１２日に投票、開票を行います。

投票用紙の見本
　日本国籍を有し、平成７年４月 13 日以前に生まれた方で、平成

27 年１月２日以前に高島市の住民基本台帳に登録され、引き続き

３か月以上住所があり、投票資格者名簿に登録されている方です。

　■市外へ転出された方は投票できません。
　■上記にかかわらず、公職選挙法第 11 条等の規定で選挙権を有
　　しない方は、投票できません。

①高島市庁舎整備について、あなたが良いと思う選択肢の上の欄に

　○をつけてください。

②○のほかは何も書かないでください。

③期日前投票、指定病院・施設（承諾のあった病院・施設のみ）で

　の不在者投票、郵便による不在者投票もできます。

●投票できる人

●投票の方法

　第１号　現  新旭庁舎の改修および増築に賛成
　第２号　今津町今津への新築移転に賛成

　投票運動は原則として自由となりますが、今

回の住民投票は、滋賀県議会議員一般選挙と同

日の投票となることから、公職選挙法の規定に

より、団体が行う場合は規制がありますのでご

注意ください。

　ご不明な点は、選挙管理委員会事務局へお問

い合わせください。

投票運動に関するお知らせ

《注意》・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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Ⅰ　経 過

１．市庁舎整備の必要性
　現在の市役所の体制は、行政部局が現新旭庁舎と、

今津の市役所別館に、教育委員会が安曇川支所に設置

されており、行政機能が３か所に分散していることに

より、市民サービスの提供や災害対応機能などに課題

があります。このため、全ての部局が１か所に集まる

庁舎を整備して、市民窓口のワンストップ化と連携し

た行政サービスの提供体制、そして災害発生時の対策

本部機能の一元化による広域防災拠点を作ることが必

要になっています。

　また、市庁舎整備の財源は、財政面で大きな優遇が

ある合併特例債を活用しますが、平成３１年度がその

期限となっています。

２．高島市役所の位置を定める条例
　　の内容
　平成 17 年１月１日に施行された「高島市役所の

位置を定める条例」には、高島市役所は、今津町今

津４４８番地２０とし、庁舎建設までは新旭町北畑

５６５番地としています。

３．これまでの検討経過
　市本庁舎については、平成１４年に発足した合併協

議会の小委員会で協議が始められ、平成１５年６月に

合併協議会の承認を受け、平成１６年６月の合併協定

において、新市の事務所の位置を「今津町今津４４８

番地２０」に定め、平成１７年１月１日に同位置を「高

島市役所の位置を定める条例」で定めています。

その後、市庁舎の整備について、市役所の検討組

織や市議会特別委員会で検討を重ねてまいりました。

その経過は、右のとおりです。

４．住民投票実施の判断
　合併後 10 年が経過し、合併当時の人口約５万６千

人が現在では約５千人減少し、また本年度より地方交

付税が段階的に削減される中で、できるだけ経費を節

減し、医療や福祉、教育さらには道路整備に取り組み

各支所の耐震や改修を実施するために「現 新旭庁舎

の改修および増築」を前提に、平成２６年９月市議会

定例会に「高島市役所の位置を定める条例の一部を改

正する条例案」を提案いたしましたが、あくまでも平

成１６年６月に調印されました合併協定書に定められ

ました「新庁舎は今津町今津にする」との協定内容を

尊重すべき等の反対意見により、否決となりました。

その後、平成２７年３月市議会定例会に再び提案をし

ましたが、再び否決となりました。

　こうした中、去る３月１８日には、高島経済会（市

内企業 40 社加盟）から民意を問う住民投票の発議の

要請を受け、民意を尊重した庁舎整備を進めるために、

市長提案で「高島市庁舎整備に関する住民投票条例案」

▼これまでの主な経過

平成１５年 ６月
新市事務所の位置等が合併協議会で賛成
多数により承認

平成１６年 ６月 合併調印式で合併協定書の調印

平成１７年 １月
高島市が発足し、市長職務執行者により

「高島市役所の位置を定める条例」が専
決処分される。

平成２３年 ６月
市議会庁舎・行財政特別委員会が設置さ
れる。（７名）

平成２４年 ３月 庁舎のあり方検討資料作成業務を発注

平成２５年

５月
庁内に市本庁舎・支所機能検討プロジェ
クトチームを設置

１１月

市議会全員協議会へプロジェクトの中間
報告

市政モニターへの意見聴取

庁内に市本庁舎・支所整備方針検討委員
会を設置

平成２６年

１月

市議会全員協議会で現新旭庁舎を活用し
た整備方針案の説明

行財政特別委員会で整備方針案の調査検
討が行われる。

１月
～

２月

各地域審議会へ整備方針案の説明、意見
聴取。パブリックコメントにより整備方
針案に対する意見募集

３月

市議会行財政特別委員会で、地域審議会、
パブリックコメントの結果報告

４月 区長・自治会長会議で整備方針案を説明

６月
市議会全員協議会で市本庁舎・支所整備
方針案の説明
地域審議会で同案の説明

８月

広報たかしまで庁舎整備についてお知ら
せ
高島経済会から建議書が市長と市議会議
長に提出される。

９月
整備方針に基づく、「高島市役所の位置
を定める条例の一部改正案」が否決

平成２７年 ３月

定例会本会議で「高島市役所の位置を定
める条例の一部改正案」が否決される。
定例会本会議で「高島市庁舎整備に関す
る住民投票条例案」が可決される。

２

を上程しました。市議会では、この住民投票条例が可

決されましたので、第１号「現新旭庁舎の改修および

増築に賛成」、第２号「今津町今津への新築移転に賛

成」の２つの選択肢による住民投票の実施を決定しま

した。

人数 率

現 庁舎増設 58 62.3%

新庁舎建設 26 28.0%

その他 9 9.7%

◯意見募集期間

　平成 26 年１月 20 日～ 2 月 18 日

◯意見提出者数：93 人

「市本庁舎・支所整備方針（案）」に
関するパブリックコメント結果



Ⅱ　位置図

Ⅲ　計画概要

２つの選択肢とも、主な財源と
して合併特例債を活用して整備
します。
　合併特例債は、市町村合併した自治体

のみに与えられる国の支援制度で、事業

費の９５％に活用でき、借入金返済時に

国から７割の交付税措置がある大変有利

な財源です。

　高島市では、平成３１年度まで合併特

例債が活用できます。

計画概要
現在の新旭庁舎の改修と増築を

行う。

位　　置 高島市新旭町北畑 565 番地

敷地面積 約１９，２７９㎡

建物面積
約９，５９０㎡

（現庁舎 5,390㎡・増築庁舎 4,200㎡）

計画概要 今津町今津に移転新築を行う。

位　　置 高島市今津町今津 448 番地 20

敷地面積 約２４，６５０㎡

建物面積 約９，６００㎡

第２号　「今津町今津への新築移転に賛成」

第１号　「現新旭庁舎の改修および増築に賛成」

100 ｍ

増築庁舎

計画概要
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項　　目 第１号
「現新旭庁舎の改修および増築に賛成」

第２号
「今津町今津への新築移転に賛成」

概 要 現新旭庁舎を改修し、既存敷地と旧新旭公民館敷
地に不足分を増築する。

今津町今津４４８番地２０に新築する。

立 地
ア ク セ ス

新旭地区の既成市街地に位置し、ＪＲ新旭駅徒歩
4 分。国道１６１号からのアクセスもよい。

周辺に諸官庁が集積している。今津地区の既成市
街地の南端に位置し、ＪＲ近江今津駅徒歩８分。
湖周道路（県道）に接し、国道１６１号からのア
クセスもよい。

敷 地
旧新旭公民館を解体し、敷地を活用することで増
築庁舎、来客用駐車場のスペースが確保できる。

（１９，２７９㎡）

湖周道路に面し、充分な面積がある。（道路西側
２４，6 ５０㎡）

配 置 地 計 画 既存建物があるため土地利用・配置計画の制約がある。更地であるため土地利用・配置計画の自由度は高い。

駐 車 場
来客用駐車場や公用車駐車場は、公民館敷地を含
み既存敷地内で確保できる。職員駐車場は、現状
どおり周辺の市有地を利用し、職員増分による不
足分は借地対応が必要となる。

敷地内に来客用・公用車・職員用、必要台数の駐
車場が確保できる。

地 盤 強 度 比較的堅固で地盤面下約 3 ｍに支持層がある。
地盤面下約 30 ｍが支持層であり、埋め立て地で
あることから軟弱で液状化対策が必要となる。

構 造 安 全 性
増築庁舎は免震構造を採用できるが、現庁舎は耐震
構造であり、免震構造への改修は困難である。しか
し、現況地盤は良好であり、直接基礎が可能である。

免震構造を採用できる。基礎等については現状地
盤を考慮して、杭基礎（長さ約 30 ｍ）および周
辺地盤の改良が必要となる。

設 備
増築庁舎は最新技術を取り入れた省エネ、環境負
荷軽減の設備計画が可能。現庁舎は主要設備の更
新時期を迎え、更新経費が必要となる。

最新技術を取り入れた省エネ、環境負荷軽減の設
備計画が可能。

災 害 対 策 本 部 増築庁舎に災害対策本部機能が発揮できるスペー
スを確保できる。

災害対策本部機能が発揮できるスペースが確保で
きる。

工 事 期 間 中
の 対 応

増築庁舎が整備されるまでは現在の各庁舎で市民
サービスを提供することができる。現庁舎につい
ては業務を行いながらの改修となるため安全確保
が必要。

新庁舎が整備されるまでは、現在の各庁舎で市民
サービスを提供することができる。

市 民 サ ー ビ ス

本庁機能を同一敷地に配置するため、効率的な行
政運営と、ワンストップによる効率的な市民サー
ビスの提供が可能となる。不足する面積を増築す
ることで来庁者のプライバシーを確保する相談室
や会議室が確保できる。

本庁機能を集約配置するため、効率的な行政運営
と、ワンストップによる効率的な市民サービスの
提供が可能となる。来庁者のプライバシーを確保
する相談室や会議室が確保できる。

建 設 費

内　容 金　　額 内　容 金　　額

増築工事 １４億１，１３０万円 新築工事 ３５億４，９７０万円

外構工事 ２億８，２６０万円
車庫等
附属建物 ２億４，７５０万円

現新旭庁舎
改修工事 ５億９，２９０万円 外構工事 ３億４，７３０万円

工事費計 ２２億８，６８０万円 工事費計 ４１億４，４５０万円

財 源 内 訳
合併特例債 ２１億７，２４０万円 合併特例債 ３９億３，７２０万円

一般財源 １億１，４４０万円 一般財源 ２億７３０万円

Ⅳ　２つの選択肢の比較表

問
合
先

高島市選挙管理委員会事務局
〒 520-1592　高島市新旭町北畑 565 番地
TEL 0740-25-8000　FAX 0740-25-8101

高島市総務部行政課
〒 520-1592　高島市新旭町北畑 565 番地
TEL 0740-25-8000　FAX 0740-25-8101

※建設費は、平成２４年度高島市庁舎あり方検討資料の積算を参考に算定。なお、消費税額は、平成２８年度については８％、

　平成２９年度以降については１０％で計算しています。

※建設費は、検討段階の概算であり、今後の設計段階で精査されます。

　この住民投票は「高島市庁舎整備に関する住民投票条例」に基づいて行われます。

４


